
第 2 回基礎コース研修（静岡ブロック）

2014 年 10 月 19 日（日）　10：00 ～ 16：00　

場所　浜松科学館ホール    参加費 1,000 円（当日持参ください）　

　発達障害や知的障害のある人が刑事事件を起こしたり地域でトラブルを起こしたりすると、彼らの特異な言動が

誤解され過剰に悪質さや猟奇性を喧伝されるケースがよくあります。世間には障害に対する誤解が広がり、ますま

す彼らにとって生きにくい環境となってしまいます。

　刑事・司法手続きでは悪質さが強調され厳罰化のレールに乗せられる。しかし、刑務所には障害への理解もなけ

れば障害特性に合致した矯正プログラムもないところが多く、結局は矯正効果が希薄なまま刑期を終え社会に復帰

することになりますが、その社会にもまだ触法障害者の支援が薄いためさらに再犯リスクが高まってしまいます。

被害者側の処罰感情を満たしはするのですが、加害者の矯正にも社会の安全にもつながってはいません。政治と司

法とメディアと福祉による壮大なる悪循環を形成しているのです。

　そこで触法や被疑者として扱われる知的障がい・発達障がいのある人の支援に必要が叫ばれています。地域の支

援の仕組みづくりののひとつが、地域で起こる社会的トラブルなどを本人とともに解決したり未然に防いだりする

ための新たな人材養成です。金銭的トラブル、性的犯罪の問題解決のために、弁護士を使いこなし、行政も活用する。

また警察・検察の取り調べの立会い、適切な刑事手続きを支援する。徹底して本人に寄り添える骨太の人材、それ

が≪トラブル・シューター（TS）≫です。

主催　静岡Ｔ・Ｓネットワーク（事務局　浜松協働学舎根洗寮　053-430-0596）
協力　ＮＰＯ法人　ＰａｎｄＡ -Ｊ

講師
白梅学園大学教授・堀江まゆみ氏　　毎日新聞論説委員・野沢和弘氏
保護観察官・国枝由希歩氏　　ふくふく・鈴木紀子氏
弁護士・藤澤智実氏　　地域定着支援センターひまわり・鶴田安弘氏



　10：00 ～ 10：30 「更生保護支援の理解」　　静岡保護観察所保護観察官　国枝由希歩氏

　10：30 ～ 11：15 「触法障害者の理解」　　　コミュニケーションサポートセンターふくふく 鈴木紀子氏

　11：15 ～ 12：15 「ＴＳはなぜ必要か」毎日新聞論説委員　野沢和弘

　12：15 ～ 13：15　 休憩（昼食は近くの飲食店を利用ください）

　13：15 ～ 14：15 「刑事手続きで、ＴＳは何をやれるかやるべきか」　　弁護士　藤澤智実氏（浜松市）

　14：15 ～ 15：15
支援の現場から「どうして触法が起こってしまうのか、支援があれば起こらなかったことは？」

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域定着生活支援センターひまわり　鶴田安弘氏

　15：15 ～ 15：30 休憩

　15：30 ～ 16：50　 「事例を通して考える」　　グループワークと全体討議進行　白梅学園大学教授　堀江まゆみ氏

　16：50 ～ 17：00 終了式　終了証書配布

研修プログラム
日時　2014 年 10 月 19 日（日）　10：00 ～ 17：00（12：30 受付）
場所　浜松科学館（浜松駅より徒歩 10 分）　参加費 1,000 円（当日持参ください）
対象　障害者の相談支援に従事している方・弁護士・司法書士・市町村職員・施設関係者・保護者など
研修内容

お問い合わせ　　浜松協働学舎根洗寮　担当　高木・美和　　電話　053-430-0596
参加申し込み
下記申込書に記入の上、浜松協働学舎根洗寮までファックスにてお申込み下さい。
締切・10 月 10 日（定員 100 名に達し次第締め切ります。）

ファックス番号　　053-430-0597　

お名前 所属 電話番号 メールアドレス

申　込　書


